
医師等の行政処分のあり方等に関する検討会報告書（概要） 

 
１．はじめに 
 ○行政処分を受けた医師等に対する再教育制度の検討において明らか

となった行政処分に係る課題等について検討を進め、議論の結果を

取りまとめたもの。 
 
２．処分類型の見直し 
 ○行政処分を受けた医師等に対する再教育制度の導入に当たり、従来

医業停止処分等としていた事例の中には、医業停止等を行うことな

く再教育を課することが適切と考えられるものがあることや、行政

指導としての戒告としていた事例の中にも、再教育を課して被処分

者の反省を促すことが適切と考えられるものがあることから、医業

停止等を伴わない「戒告」という処分類型を設けるべき。 
 ○戒告処分の新設に当たり、どのような行為が戒告処分に該当するの

か、基準を定める必要があること。 
○処分基準の策定に当たっては、行政処分と刑事処分はその目的を異

にするものであり、同じ量刑の刑事処分が科された事例について、

その内容を検討した結果、異なる行政処分を行うこともあり得るこ

とに留意する必要があること。 
 ○再教育を受けない医師等については、罰則を設けるなどの措置を講

ずることにより、再教育の実効性を担保すべき。 
 ○再教育を修了していない医師等については、医療機関の管理者にな

れないこととするなど、罰則等とは違った形での処遇を検討するべ

き。 
 
３．長期の医業停止処分等の見直し 
 ○長期間の医業停止処分等は、医業等の再開に当たっての支障が大き

く、医療の安全と質を確保する観点から適切でないため、医業停止

処分等の期間の上限を３年とすべき。この結果、現行では長期間の

医業停止処分等となるような事例が、その処分理由により、免許取

消となる場合があること。 
 
４．行政処分に係る調査権限の創設 
 ○必要な行政処分を迅速かつ適切に行う観点から、国に、行政処分の

根拠となる事実関係に係る調査権限を創設すべき。 



 
 ○調査権限の創設に当たっては、国民からの申立について、調査を実

施する必要があるか否かを検討して振り分けを行うための基準や仕

組みを整備する必要があること。 
 ○調査権限の内容は、医療従事者等からの報告の徴収や資料の収集、

医療機関への立ち入り検査等が考えられる。また、調査の実効性を

担保するため、調査に協力しない場合の罰則を設けるべき。 
 
５．医籍等の登録事項について 
 ○再教育の義務付けに伴い、再教育の修了について医籍等の登録事項

とすべき。 
 
６．再免許等に係る手続の整備 
 ○免許取消処分から再免許の付与が可能となるまでの最低経過期間を

５年とし、再免許付与のための条件の一つとして法律上明記すべき。 
 ○再免許付与の可能性を申請者が判断できるよう、再免許の付与の可

否を判断するための目安となる基準を作成すべき。 
 ○行政処分を回避する目的で免許を自主的に返上する行為に対応する

ため、行政処分に係る手続が開始された場合には免許の返上ができ

ないこととすべき。 
 
７．国民からの医師資格の確認方法等について 
 ○医師等でない者からの医療の提供等を防止し、国民の生命・健康を

保護する観点から、氏名、性別、登録年月日（国家試験合格の年月）

により医師等の資格確認を行うことを可能にすることが適当である

こと。その際、電話照会だけではなく、ホームページ上で資格確認

を行うことも可能にすることが適当であること。 
 ○医業等を行うことを禁止されている医師等からの医療の提供を防止

する等の観点から、医師等の資格確認の際、行政処分の情報を、医

業停止処分等については処分終了時又は再教育修了時までの間、戒

告処分については再教育修了時までの間、提供することが適当であ

ること。 
 
８．おわりに 
 ○本報告書における結論を踏まえ、来年の医療制度改革のための法律

案において必要な法律改正を行うなど、提言された施策の速やかな

実現に努力されたいこと。 


